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　 居住誘導区域は、人口減少の中にあっても 一定のエリ アにおいて人口密度を維持すること により 、生

活サービス が持続的に確保さ れるよう 、居住を誘導すべき 区域です。

　 本市では、立地の適正化に関するまちづくり の方針に基づき、市街化区域内の都市機能誘導を図る

拠点周辺、又は、都市機能誘導区域への運行本数が多く 、将来に渡って利用者の維持が見込める 公共

交通路線周辺において居住の誘導を図り ます。

1 居住誘導区域の考え方

　 居住誘導を図る 公共交通路線は、拠点へのアク セス 性が高い地域において、高いサービスレ ベルで

拠点間を連携する 浜松市都市計画マスタ ープランの主要基幹路線及び基幹路線とし 、居住誘導による

路線維持とと も に、交通結節点の機能強化や定時性・ 速達性の向上を図り ます。

2 居住誘導を図る 公共交通路線
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図 5-1 居住誘導を図る 公共交通路線
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